
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    
    

❏離乳食教室 

月  日 ３月６日（木） 

受付時間 ９：４５～１０：００ 

場  所 美山保健センター 

 

 

内 容 等 

離乳食の話、簡単な離乳食調理実習、試食会 

＊生後５・６ヵ月時の保護者を対象にしていますが、離乳食中期・

後期の方もぜひ参加してください。２回目の参加も大歓迎です。 

＊３月４日までに健康課に申し込みをしてください。 

    

❏1歳６ヵ月児健診 

月  日 ３月１０日（月） 

受付時間 １３:３０～１４：００ 

場  所 美山保健センター 

 

内 容 等 

身体計測、小児科健診、歯科健診、発育検査、育児相談、栄養相談、

歯科保健指導 

＊対象の方には案内・問診票を郵送します。 

    

❏母親教室 

月  日 ３月１０日（月） 

時  間 １４：００～１６：００ 

場  所 園部保健センター（こむぎ山健康学園） 

 

 

内 容 等 

マタニティーヨガ、妊婦さん同士の交流会 

＊持ち物：母子健康手帳、タオル、バスタオル（マットの代わりに

敷きます）、５本指ソックス（または素足になれるように） 

＊対象の方には妊娠届を基に個別案内を郵送します。参加を希望さ

れる方は健康課まで申し込みをしてください。 

    

❏乳幼児子育て相談＆子育て広場 

月  日 ３月１２日（水） 

時  間 １０：３０～１１：３０ 

場  所 美山保健センター 

 

内 容 等 

身体計測、育児相談、親子遊び 

＊子育て相談・子育て広場ともに自由参加です。 

 

❏遊びの広場（冬クラス） 

月  日 ３月２５日（火） 

時  間 １０：００～１２：００ 

場  所 美山保健センター 

 

 

内 容 等 

保育所に入所していない乳幼児と保護者の方を対象に、親子でふれ

あい遊びをします。 

＊事前申込は不要です。当日９：４５～１０：００の間に保健セン

ターまでお越しください。 

 

❏精神グループワーク 

月  日 ３月２４日（月） 

時  間 １３：３０～１５：３０ 

場  所 美山保健センター 

内 容 等 次年度の計画について 

 
◇問合せ先 健康課 美山担当保健師 TEL）６８－００１６ 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

         第５１号（３の３）平成２０年２月２２日発行 

 

 

 美山町民生児童委員協議会では、子育て（孫育て）支援活動の一環として、子ど

もたちが安心・安全に、心豊かに育つ地域をめざし講演会を開催します。 

 子どもが内なる思いを話すことや、子どもの微妙な思いを引き出す親や教師の聞

き方など、こころと感性をはぐくむ子育てについて講演していただきます。 

子育てに関わっておられるすべての方（保護者、保育・教育関係者、地域での子

育てにご尽力いただいている皆様）、お誘い合わせの上、多数ご参加ください。 

 

●日  時 平成２０年３月８日（土）午後１時３０分～ 

●会  場 美山文化ホール 大ホール 

●講  師 佛教大学教育学部准教授 達富洋二さん 

●演  題 『ことばのふれ合いが子どもを育てる！』 

（家庭で育つことばの力・学校で学ぶ国語の力） 

●そ の 他 生後６ヶ月以上のお子様を対象に保育ルームを設けますので、希望さ

れる方は３月３日（月）までに事務局へお申込みください。 

                         

◇問合せ先 美山町民生児童委員協議会事務局（南丹市美山支所健康福祉課内） 

      TEL）６８－００４１ FAX）７５－０８０１ 

 

 

 
 
 

～～～～災害時災害時災害時災害時にににに援護援護援護援護をををを必要必要必要必要とするとするとするとする方方方方・・・・日日日日ごろのごろのごろのごろの見守見守見守見守りりりり活動活動活動活動のためにのためにのためにのために～～～～    
災害はいつ起こるかわかりません。大規模な災害が発生した時、地域の協力体制

により、障がいのある人や寝たきりの高齢者など、災害時に援護が必要な方を支援

すること、また、日ごろの見守り活動を目的とした「南丹市たすけあいネットワー

ク制度」を創設いたしました。登録の対象となる方（障がい者の方、高齢のひとり

暮らしの方等）には直接ご案内をさせていただいております。 

ご登録いただきますと災害時に南丹市の各関係機関（消防、警察、自治区等）が

登録情報を共有し、今後、支援対策など地域福祉のきっかけづくりを進めていきま

す。 

＊ただし、知井地区の対象者の皆さんは知井振興会が中心となって災害時の連絡

網の整備がされていますのでご案内はしておりません。又、現在知井振興会で整備

されている台帳は南丹市たすけあいネットワークに登録させていただきます。 

    
既に登録申請案内済の方 

① 身体障がい者（身体障害者手帳１、２級の所持者） 

② 知的障がい者（療育手帳Aの所持者） 

③ 精神障がい者（精神障害者保健福祉手帳１級の所持者） 

④ 介護保険の要介護３以上で在宅の方 

⑤    ６５歳以上のひとり暮らしの世帯 

⑥ ７５歳以上のみ（二人以上）で構成されている世帯 

   

上記①～⑥以外の方で、災害時に支援を必要とされる方は、登録申請をしていただ

く必要がありますので、南丹市役所社会福祉課・各支所健康福祉課へご相談下さい。 

    
※登録期限登録期限登録期限登録期限    平成平成平成平成２０２０２０２０年年年年２２２２月月月月２９２９２９２９日日日日（（（（金金金金））））までまでまでまで        

  

    ※※※※既既既既にににに郵送郵送郵送郵送でごでごでごでご案内案内案内案内させていただいているさせていただいているさせていただいているさせていただいている上記上記上記上記①①①①～～～～⑥⑥⑥⑥のののの方方方方はははは除除除除きますきますきますきます。。。。    

尚尚尚尚、、、、登録登録登録登録はははは毎年更新毎年更新毎年更新毎年更新をををを予定予定予定予定していますしていますしていますしています。。。。    

 

◇問合せ先 福祉部社会福祉課福祉総務係 TEL）６８－０００７     
美山支所健康福祉課 TEL）６８－００４1 
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